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地域医療構想 実現の切り札（選択肢の一つ）

地域医療構想
（高度急性期、急性期、回復期、慢性期）
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2025年を乗り切るために、
地域包括ケアシステムの実現は必須

地域包括ケアシステムの遂行ために、
地域医療構想の実現は必須

地域医療構想を実現するためには、
地域医療連携推進法人が切り札
（選択肢の一つ）
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2017年4月2日 医療法改正 「地域医療連携推進法人制度」の施行

施行までの経緯

2013年8月 「社会保障制度改革国民会議」報告書

2013年11月 第1回「医療法人の事業展開等に関する検討会」

2014年6月 「日本再興戦略（改定2014）」

2014年10月 「産業競争力会議」実行実現点検会合

2015年2月 第10回「医療法人の事業展開等に関する検討会」とりまとめ

2015年5月 「医療法の一部を改正する法律」成立

競争よりも協調

「非営利ホールディングカンパニー型
法人制度」の設立を明記

岡山大学メディカルセンター構想

厚労省検討会

地域医療連携推進法人の
仕組みの報告書

「非営利ホールディングカンパニー（仮称）」から始まった
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医療法人の事業展開等に関する検討会2015年2月9日 とりまとめ資料から
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社員総会
○統一的な医療連携推進方針の決定
○参加法人の統括（予算・事業計画の指導又は承認）

地域医療連携推進法人

参
画

社員 社員 社員 社員

医療法人A
病院

医療法人B
病院

医療法人D
診療所

その他の
非営利法人
（介護事業）参加法人（非営利法人に限る）

都道府県医療審議会都道府県知事

原則1個の議決権
但し、傾斜配分も可

理事会（地域関係者含む）
業務執行（共同購入・資金貸付等）

指示

地域医療連携推進評議会
(市長・医師会長など）

参
画

参
画

意見具申
意見
具申

地域医療連携推進法人の仕組み

参
画

意見具申認可・監督

医療法人の事業展開等に関する検討会2015年2月9日 とりまとめ資料から
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病床の再編 患者情報の一元化 人事交流

医師・看護師等の共同研修 医療機器等の共同利用 病院開設

資金貸付 医薬品等の共同購入 株式会社の保有

急性期 200床
回復期 50床

↓
急性期 300床

急性期 100床
回復期 100床

↓
回復期 150床

地域医療連携推進法人の主な業務
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地域医療連携推進法人とは（メリットと課題）
＜メリット＞
・地域住民に対する安定的な医療・介護提供体制の構築
・地域の人口変動や地域医療構想に柔軟に対応が出来る
・地域連携のスムーズ化により、連携に関する診療報酬に関する算定率の向上
・共同研修や医療機器の共同使用による効率化
・医薬品の共同購入による、交渉力の強化
・医療経営の安定化
・地域にある人材流出の防止 等 ＜課題＞

・地域医療連携推進法人内での取決め等の煩雑さ
・非営利法人に対する、医療機関の参加への躊躇

地域医療連携推進法人とは、
・・・連携以上、統合未満・・・

一言でいえば複数施設の事務管理部門と例えられる
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離島・へき地の検討事例

検討事例（厚労省）

産業競争力会議（2016年3月23日）厚労省配布資料

岡山大学メディカルセンター構想

岡山県真庭市
（金田病院・落合病院）

石川県七尾市
（董仙会恵寿総合病院）

鹿児島市
（相良病院・にいむら病院）

山形県酒田市
（日本海総合病院）

愛知県三河（藤田保健衛生大学）

鹿児島県（奄美大島）
瀬戸内町へき地診療所

MPI付記
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